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政
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日
本
の
外
国
人
政
策
を
た
ど
る

佐
野
通
夫

0
．
戦
前
︱
在
朝
日
本
人
と
在
日
朝
鮮
人

次
の
グ
ラ
フ
を
見
て
ほ
し
い
。

1
．
１
９
８
０
年
代
前
半
ま
で

こ
の
時
期
は
、
敗
戦
後
現
在
ま
で
の
80
年
間
の

前
半
分
に
当
た
る
。
こ
の
間
、
在
日
外
国
人
と
い

う
の
は
、
ほ
ぼ
在
日
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
。
日
本
が

独
立
を
回
復
す
る
１
９
５
２
年
ま
で
、
在
日
朝
鮮

人
を
統
治
・
管
理
す
る
場
合
は
日
本
国
民
と
し
て

扱
い
（
そ
の
例
と
し
て
１
９
４
８
年
の
朝
鮮
学
校
閉
鎖
が

あ
る
。
そ
の
理
屈
は
日
本
国
籍
を
有
す
る
か
ら
日
本
の
学

校
に
通
え
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）、
権
利
か
ら
排
除

す
る
場
合
は
外
国
人
と
し
て
あ
つ
か
う
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
１
９
４
６
年
12
月
15
日
に
可
決
成

立
し
た
「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
」（
初
の
「
婦

人
」
参
政
権
と
い
わ
れ
る
）
で
は
「
戸
籍
法
の
適
用

を
受
け
ざ
る
者
の
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
は
当
分

の
間
之
を
停
止
す
」
と
さ
れ
、
１
９
４
７
年
5
月

2
日
に
公
布
施
行
さ
れ
た
「
外
国
人
登
録
令
」
に

お
い
て
は
「
こ
の
勅
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
こ
れ
を
外
国
人
と
み
な
す
」
と
さ
れ
た
。

１
９
５
２
年
4
月
28
日
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
条
約
発
効
に
当
た
っ
て
、
法
務
府
民
事
局
長

は
通
達
で
「
朝
鮮
人
及
び
台
湾
人
は
、
内
地
に
在

住
し
て
い
る
者
を
含
め
、
す
べ
て
日
本
の
国
籍
を

喪
失
す
る
」
と
し
た
。「
日
本
国
民
た
る
要
件
は
、

法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」（
日
本
国
憲
法
第
10
条
）
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
外
国
人
」
と
し
た
の
は
日
本

の
一
方
的
な
「
通
達
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、

在
日
朝
鮮
人
は
「
外
国
人
」
と
し
て
社
会
保
障
に

こ
こ
に
見

ら
れ
る
よ
う

に
、
在
朝
日
本

人
が
在
日
朝
鮮

人
よ
り
は
る
か

に
多
い
。
し
か

も
当
時
、
朝

鮮
の
人
口
は

２
０
０
０
万
、

日
本
の
人
口
は

８
０
０
０
万
で

当
時
の
自
分
に「
差
別
」と
い
う
語
彙
は
な
か
っ

た
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
「
加
害
者
」
や
「
被
害
者
」

も
。で

も
言
葉
は
知
ら
な
く
て
も
、
自
分
が
加
害
す

る
側
に
立
っ
た
と
の
意
識
は
あ
っ
た
。
だ
っ
て
い

じ
め
ら
れ
た
く
な
い
か
ら
。
ま
た
被
害
の
側
に
回

り
た
く
な
い
か
ら
。
そ
し
て
そ
ん
な
自
分
を
許
せ

な
い
と
の
思
い
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。

誰
も
が
差
別
す
る
。
集
団
の
一
部
に
な
っ
た
と

き
。
で
き
る
こ
と
は
忘
れ
な
い
こ
と
。
僕
の
よ
う

な
加
害
者
と
彼
女
の
よ
う
な
被
害
者
を
で
き
る
だ

け
少
な
く
す
る
た
め
に
、
多
く
の
人
の
苦
し
み
や

痛
み
を
知
る
こ
と
。
現
状
に
馴
れ
な
い
こ
と
。
違

和
感
を
持
ち
続
け
る
こ
と
。

（
も
り
・
た
つ
や
／
映
画
監
督
・
作
家
）

あ
っ
た
の
で
、
人
口
比
で
み
れ
ば
在
朝
日
本
人
比

率
は
さ
ら
に
多
く
な
る
。「
大
陸
浪
人
」
と
い
う

言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
日
本
人
は
朝
鮮
半
島
で
も

中
国
大
陸
で
も
自
由
に
出
て
行
け
た
。
こ
れ
に
対

し
、
朝
鮮
人
は
「
渡
航
証
明
書
」
等
が
必
要
（
時

期
に
よ
っ
て
変
化
）
で
自
由
に
日
本
（
当
時
の
「
内
地
」）

に
出
て
行
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
１
９
３
０
年
代

後
半
に
在
日
朝
鮮
人
数
が
増
加
す
る
の
は
、
日
本

人
男
子
が
兵
隊
に
取
ら
れ
、
日
本
国
内
の
労
働
力

が
払
底
し
、「
募
集
」「
官
斡
旋
」「
徴
用
」
と
い
う

形
で
朝
鮮
人
を
多
数
日
本
に
連
れ
て
き
た
た
め
で

あ
る
。
日
本
の
外
国
人
政
策
は
こ
の
「
日
本
の
必

要
に
応
じ
て
『
労
働
力
』
を
連
れ
て
く
る
」
と
い

う
こ
と
が
継
続
し
て
い
る
。
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お
い
て
は
、
ほ
ぼ
無
権
利
状
態
に
置
か
れ
た
。
そ

の
理
屈
は
、
社
会
保
障
は
あ
な
た
の
出
身
国
に
求

め
な
さ
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
、

日
本
も
多
く
の
「
移
民
」
を
送
り
出
し
て
い
た

が
、
彼
ら
の
社
会
保
障
は
滞
在
国
に
求
め
な
さ
い

と
し
て
い
た
。
こ
の
当
時
、
米
軍
人
を
除
い
た
他

の
一
般
外
国
人
は
、
ほ
と
ん
ど
滞
在
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
在
日
朝
鮮
人
の
無
権
利
状
態
が
変

化
す
る
契
機
は
、
１
９
７
５
年
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

終
結
に
よ
る
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
の
到
来
で
あ
っ

た
。
日
本
も
Ｇ
７
の
要
請
で
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民

を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
１
９
７
９

年
に
内
外
人
平
等
を
定
め
る
国
際
人
権
規
約
、

１
９
８
１
年
・
難
民
条
約
、
１
９
８
２
年
・「
難

民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
」
を
批
准
し
、
こ
れ

に
伴
っ
て
１
９
８
０
年
、
住
宅
金
融
公
庫
・
公
営

住
宅
の
国
籍
要
件
を
撤
廃
し
、
１
９
８
２
年
、
国

民
年
金
や
児
童
手
当
を
外
国
人
に
適
用
し
た
。
こ

れ
ら
の
権
利
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
税
金
は
取

ら
れ
る
一
方
で
な
ん
ら
の
恩
典
の
得
ら
れ
な
い
在

日
朝
鮮
人
が
長
年
訴
え
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

１
９
８
５
年
の
外
国
人
登
録
者
数
は
85
万
０ 

６
１
２
人
、そ
の
80
％（
68
万
３
３
１
３
人
）は
韓
国
・

朝
鮮
籍
者
、
9
％
（
7
万
４
９
２
９
人
）
は
中
国
籍

で
そ
の
多
く
は
台
湾
出
身
者
で
あ
っ
た
。

2
．
１
９
８
０
年
代
後
半
か
ら
現
在

日
本
の
外
国
人
制
度
で
は
、
日
本
の
中
で
行
な

う
こ
と
の
で
き
る
仕
事
を
定
め
る
在
留
資
格
が
定

め
ら
れ
、
そ
れ
に
応
じ
た
在
留
期
間
が
与
え
ら
れ

る
。
こ
こ
に
は
掲
載
す
る
紙
幅
が
な
い
の
で
、「
在

留
資
格
一
覧
」
で
検
索
し
、
法
務
省
の
ペ
ー
ジ
な

ど
を
見
て
ほ
し
い
。

１
９
７
０
年
代
の
買
春
ツ
ア
ー
へ
の
国
際
的
批

判
を
受
け
て
、
１
９
８
０
年
代
に
は
日
本
国
内
へ

女
性
た
ち
を
連
れ
て
く
る
業
態
が
盛
ん
に
な
っ

た
。
１
９
８
４
年
「
不
法
就
労
」
で
検
挙
さ
れ

た
外
国
人
（
４
７
８
３
人
）
中
、
92
・
７
％
が
女
性

で
あ
っ
た
。
彼
女
ら
は
「
興
行
」
も
し
く
は
「
観

光
」
等
の
ビ
ザ
で
入
国
、
ホ
ス
テ
ス
（
74
・
４
％
）、

ス
ト
リ
ッ
パ
ー
（
11
％
）
と
い
う
名
目
で
働
き
、

国
籍
別
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
（
62
・
４
％
）、
タ
イ

（
23
・７
％
）、台
湾
（
9
・７
％
）
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

１
９
８
９
年
に
は
松
山
で
タ
イ
人
女
性
が
殺
さ

れ
、
同
居
し
て
い
た
3
人
の
タ
イ
人
の
行
方
が
分

か
ら
な
く
な
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
事

件
は
3
人
の
う
ち
の
1
人
が
殺
人
罪
で
逮
捕
・
起

訴
さ
れ
た
が
、
そ
の
法
廷
通
訳
の
ひ
ど
さ
で
有
名

と
な
っ
た
（
タ
イ
に
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
だ

け
で
ほ
と
ん
ど
通
訳
の
で
き
な
い
人
が
通
訳
人
と
し
て
立

て
ら
れ
、
公
判
は
こ
の
「
通
訳
人
」
が
辞
書
を
引
く
時
間

だ
け
で
経
過
し
た
と
い
う
）。

１
９
８
０
年
代
後
半
か
ら
は
建
築
や
道
路
工
事

な
ど
通
称
３
Ｋ
（
き
つ
い
、
汚
い
、
危
険
）
労
働
に

従
事
さ
せ
る
た
め
に
ア
ジ
ア
諸
国
出
身
者
を
非
正

規
滞
在
と
し
て
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。彼
ら
は「
観

光
」
等
の
短
期
滞
在
ビ
ザ
で
入
国
し
、
在
留
資
格

外
就
労
、
超
過
滞
在
で
働
く
こ
と
に
な
り
、
非
正

規
滞
在
と
い
う
弱
い
立
場
の
た
め
、
低
賃
金
、
賃

金
不
払
い
、
長
時
間
労
働
、
労
災
の
も
み
消
し
な

ど
の
不
当
な
扱
い
に
さ
ら
さ
れ
た
。
こ
の
非
正
規

滞
在
に
よ
る
労
働
力
の
「
輸
入
」
は
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
を
入
れ
た
後
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
を
入
れ

る
な
ど
、
対
象
国
を
替
え
、
日
本
に
定
着
す
る
前

に
順
次
追
い
出
す
方
式
で
行
な
わ
れ
た
。「
不
法

就
労
」
で
検
挙
さ
れ
た
外
国
人
の
男
女
比
は
88
年

に
逆
転
し
男
が
多
く
な
る
。
日
本
よ
り
経
済
的
に

貧
し
い
国
の
人
々
が
「
観
光
」
で
日
本
に
入
る
た

め
に
は
入
国
に
際
し
て
「
見
せ
金
」
を
用
意
す
る

な
ど
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
存
在
も
あ
っ
た
。
超
過
滞

在
で
日
本
に
滞
在
す
る
外
国
人
は
１
９
９
３
年
に

ピ
ー
ク
を
迎
え
た
（
29
万
８
６
４
６
人
）。

バ
ブ
ル
期
の
日
本
は
さ
ら
に
安
定
し
た
労
働

力
を
得
る
た
め
に
、
１
９
９
０
年
か
ら
日
系
2

世
、
3
世
、
そ
の
配
偶
者
に
就
労
活
動
に
制
限

の
な
い
在
留
資
格
を
与
え
た
（「
定
住
」
も
し
く
は

「
日
本
人
の
配
偶
者
等
」）。
し
か
し
、
こ
れ
も
彼
ら

を
「
労
働
力
」
と
し
て
し
か
見
な
い
政
策
で
あ
っ

た
。
１
９
９
１
年
か
ら
92
年
に
か
け
て
、
香
川
県

善
通
寺
市
に
暮
ら
す
11
人
の
子
ど
も
た
ち
が
、
教

育
委
員
会
が
就
学
す
る
学
校
を
指
定
し
な
い
た
め
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に
、
1
年
以
上
学
校
に
通
え
な
い
事
態
が
報
道
さ

れ
た
。
彼
ら
は
「
人
間
」
と
し
て
日
本
に
来
た
の

に
、「
労
働
力
」
と
し
て
し
か
見
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
ら
は
２
０
０
８
年
の

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
職
を
失
う
と
、
国

か
ら
1
人
当
た
り
30
万
円
、
扶
養
家
族
に
つ
い
て

1
人
当
た
り
20
万
円
を
受
給
す
る
こ
と
で
、
日
本

で
の
再
就
職
を
断
念
し
、
母
国
に
帰
国
し
て
「
同

様
の
身
分
に
基
づ
く
在
留
資
格
に
よ
る
再
度
の
入

国
を
行
な
わ
な
い
」
こ
と
を
約
束
し
て
帰
国
さ
せ

ら
れ
て
い
る
。

１
９
９
３
年
に
は
「
技
能
実
習
」
制
度
が
開
始

さ
れ
た
。
こ
れ
は
海
外
へ
の
「
技
術
移
転
」
を
名

目
と
し
て
い
る
の
で
、
労
働
法
の
適
用
を
受
け
な

い
。
２
０
１
０
年
、
国
連
人
権
理
事
会
「
移
住
者

の
権
利
特
別
報
告
者
」
は
、
日
本
の
外
国
人
研
修

生
・
実
習
生
制
度
は
「
現
代
の
奴
隷
制
」
で
あ
る

と
批
判
し
て
い
る
。

２
０
０
８
年
に
は
「
留
学
生
30
万
人
計
画
」
が

策
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
少
子
化
に
よ
る
私
立
大
学

危
機
に
対
応
す
る
と
共
に
週
28
時
間
の
労
働
者
を

呼
び
こ
も
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

２
０
１
９
年
に
は
「
特
定
技
能
制
度
」
が
施

行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
人
手
不
足
へ
の
対
応
と
し

て
、
一
定
の
専
門
性
・
技
能
を
有
す
る
外
国
人
を

受
け
入
れ
る
と
し
て
「
特
定
技
能
1
号
」
の
場

合
、
日
本
語
お
よ
び
技
能
試
験
に
合
格
し
、
日
本

で
の
雇
用
契
約
が
あ
れ
ば
最
長
で
5
年
ま
で
働
く

こ
と
が
可
能
、「
同
2
号
」
は
、
さ
ら
に
技
能
試

験
に
合
格
し
た
場
合
、
在
留
期
間
の
更
新
回
数
に

上
限
が
な
く
、
1
号
で
は
認
め
ら
れ
な
い
家
族
帯

同
や
永
住
資
格
の
申
請
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

２
０
２
４
年
に
は
「
育
成
就
労
制
度
」
が
制
定
さ

れ
、
２
０
２
７
年
施
行
見
込
み
で
あ
る
（
3
年
間

の
就
労
を
通
じ
て
技
能
検
定
試
験
1
級
や
特
定
技
能
1
号

評
価
試
験
に
合
格
す
れ
ば
「
特
定
技
能
１
号
」
と
す
る
と

い
う
も
の
）。

２
０
２
５
年
6
月
末
時
点
の
在
留
外
国
人
数

は
、
過
去
最
高
の
３
９
５
万
６
６
１
９
人
と
な

り
、
日
本
の
総
人
口
の
３
・
２
％
を
占
め
る
こ
と

と
な
っ
た
。
一
方
、
旧
植
民
地
出
身
者
（
特
別
永

住
者
）
の
比
率
は
７
・
３
％
に
低
下
し
て
い
る
。
現

在
の
国
別
構
成
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

⑴
中
国
90
万
０
７
３
８
人
（
22
・
８
％
）
⑵

ベ
ト
ナ
ム
66
万
０
４
８
３
人
（
16
・
７
％
）
⑶

韓
国
40
万
９
５
８
４
人
（
10
・
４
％
）
⑷
フ
ィ

リ
ピ
ン
34
万
９
７
１
４
人
（
８
・
８
％
）
⑸
ネ

パ
ー
ル
27
万
３
２
２
９
人
（
６
・
９
％
）
⑹
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
23
万
０
６
８
９
人
（
５
・
８
％
）
⑺
ブ

ラ
ジ
ル
21
万
１
２
２
９
人
（
５
・
３
％
）
⑻
ミ
ャ

ン
マ
ー
16
万
０
３
６
２
人
（
４
・
１
％
）
⑼
ス

リ
ラ
ン
カ
７
万
３
０
６
７
人
（
１
・
８
％
）
⑽

台
湾
７
万
１
１
２
５
人
（
１
・
８
％
）、
そ
の
他

61
万
６
３
９
９
人
（
15
・
６
％
）

こ
れ
に
伴
い
、
日
本
国
籍
者
と
外
国
籍
者
の
結

婚
も
増
加
し
、
１
９
８
０
年
時
点
で
は
婚
姻
総
数

の
１
％
未
満
で
あ
っ
た
も
の
が
、
２
０
０
２
年
に

は
５
％
（
東
京
で
は
10
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

3
．
日
本
に
は
外
国
人
政
策
は
な
い

こ
の
よ
う
に
日
本
に
あ
る
の
は
、「
入
管
政
策
」

（
外
国
人
を
ど
う
入
れ
て
、
ど
う
労
働
力
と
し
て
使
う
か
）

だ
け
で
、
外
国
ル
ー
ツ
の
人
と
共
に
生
き
る
政
策

は
な
い
。

２
０
１
０
年
の
高
校
「
無
償
化
」
政
策
か
ら
は

朝
鮮
学
校
が
外
さ
れ
た
。
２
０
２
５
年
の
自
公
維

の
高
校
「
無
償
化
」
案
で
は
外
国
人
学
校
全
体
を

除
外
し
よ
う
と
し
て
い
る
。そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

日
本
の
学
校
に
い
る
生
徒
も
「
永
住
」
す
る
か
否

か
で
除
外
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
高
校
の
現
場
で

は
、
敎
員
や
職
員
に
生
徒
の
国
籍
、
ま
し
て
や
在

留
資
格
は
分
か
ら
な
い
。
ど
う
区
別
し
ろ
と
言
う

の
だ
ろ
う
か
。

「
家
族
滞
在
」の
子
ど
も
は
日
本
で
生
ま
れ
育
っ

て
も
、
家
族
が
在
留
資
格
を
失
え
ば
、
同
時
に
日

本
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
。
日
本
の
小
・
中
・
高
校

す
べ
て
を
卒
業
し
、「
大
学
等
卒
業
後
に
日
本
国

で
就
労
し
、
定
着
す
る
意
思
が
あ
る
」
と
い
う
条

件
を
全
て
満
た
さ
な
い
と
奨
学
金
を
受
け
る
こ
と

も
で
き
な
い
。

２
０
２
６
年
１
月
４
日
の
「
東
京
新
聞
」
は
日

本
国
内
の
20
代
人
口
に
占
め
る
外
国
人
住
民
の
比

率
が
２
０
１
５
年
の
４
・
１
％
か
ら
25
年
に
は
９
・

５
％
に
達
し
て
い
る
と
報
じ
て
い
る
。
外
国
人
住
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特
集　
高
市
政
権
を
問
う
Ⅰ 

︱
政
権
と
排
外
主
義
︱ 外

国
人
労
働
者
を
締
め
出
す
高
市
政
権

高
市
政
権
は
、
こ
れ
ま
で
の
外
国
人
労
働
者
の

受
け
入
れ
を
徐
々
に
拡
大
す
る
方
針
か
ら
厳
し
く

制
限
す
る
方
針
に
転
じ
て
い
る
。
経
済
合
理
性
で

は
な
く
排
外
主
義
的
国
民
統
合
（「
日
本
人
フ
ァ
ー

ス
ト
」）
を
優
先
し
よ
う
と
す
る
。

高
市
は
言
う
。「
人
口
減
少
に
伴
う
人
手
不
足
の

状
況
に
お
い
て
、
外
国
人
材
を
必
要
と
す
る
分
野

が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
し
か
し
、
一
部
の
外

国
人
に
よ
る
違
法
行
為
や
ル
ー
ル
か
ら
の
逸
脱
に

対
し
、
国
民
の
皆
様
が
不
安
や
不
公
平
を
感
じ
る

状
況
が
生
じ
て
い
る
」（
所
信
表
明
演
説
、
10
月
24
日
）。

し
か
し
、「
違
法
行
為
や
ル
ー
ル
か
ら
の
逸
脱
」
が

何
を
指
し
、
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
は
明
確
に
さ
れ
て

い
な
い
。
根
拠
の
な
い
憶
測
に
よ
る
多
く
の
誤
情

報
・
偽
情
報
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
氾
濫
し
て
い
る
。

曰
く
、
外
国
人
が
増
え
て
凶
悪
犯
罪
が
頻
発
し

治
安
が
悪
化
。
だ
が
、
実
際
に
は
外
国
人
は
こ
の

20
年
間
で
2
倍
近
く
増
え
た
が
、
そ
の
刑
法
検
挙

件
数
は
64
％
も
減
少
し
た
。
曰
く
、
生
活
保
護
の

3
分
の
1
は
外
国
人
が
受
給
。
だ
が
、
実
際
に

は
外
国
人
の
受
給
世
帯
は
4
万
７
３
１
７
世
帯
、

受
給
世
帯
全
体
の
わ
ず
か
２
・
９
％
、
1
ケ
タ
違

う
！ 

曰
く
、
外
国
人
の
国
保
料
未
納
が
年
間

４
０
０
０
億
円
。
実
際
の
未
納
額
は
日
本
人
を
含

外
国
人
労
働
者
な
し
に
は

経
済
も
生
活
も
成
り
立
た
な
い

白
川
真
澄

民
の
3
分
の
2
は
30
代
以
下
で
、
日
本
の
社
会
保

険
制
度
に
加
入
す
る
た
め
、
年
金
財
政
に
つ
い
て

外
国
人
が
多
い
ほ
ど
収
支
は
改
善
す
る
と
推
計
さ

れ
て
い
る
。
２
０
２
５
年
参
議
院
議
員
選
挙
で
喧

伝
さ
れ
た
「
外
国
人
た
だ
乗
り
論
」
な
ど
は
全
く

の
で
た
ら
め
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、

日
本
の
外
国
人
は
入
管
当
局
に
よ
っ
て
厳
し
く
管

理
さ
れ
、
在
留
期
限
付
き
の
形
で
滞
在
し
て
い

る
。
そ
し
て
１
９
８
０
年
代
ま
で
は
在
日
朝
鮮
人

が
願
っ
て
も
加
入
で
き
な
か
っ
た
社
会
保
険
に
逆

に
強
制
加
入
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
若
く
て
病

気
を
し
な
い
人
間
が
健
康
保
険
料
を
払
い
、
年
金

受
給
時
に
は
日
本
に
い
る
保
障
が
な
く
て
も
年
金

保
険
料
を
納
め
て
い
る
の
で
あ
る
（
年
金
に
つ
い
て

は
条
件
に
よ
り
脱
退
一
時
金
が
支
払
わ
れ
る
が
）。

「
永
住
」
と
い
う
在
留
資
格
に
つ
い
て
も
真
の

意
味
で
は
「
永
住
」
で
な
い
。
日
本
の
永
住
資
格

は
在
留
期
限
が
付
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
の

意
味
で
あ
り
、
国
外
に
出
る
に
は
入
管
に
「
再
入

国
許
可
」
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許
可

さ
れ
た
再
入
国
期
限
ま
で
に
日
本
に
戻
る
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
在
留
資
格
を
失
う

こ
と
に
な
る
（
こ
れ
が
悪
用
さ
れ
た
の
が
、
１
９
８
０

年
代
の
外
国
人
登
録
法
の
指
紋
不
押
捺
に
対
す
る
「
再
入

国
不
許
可
」
処
分
で
あ
っ
た
）。
そ
し
て
日
本
で
生
ま

れ
た
、
永
住
資
格
者
の
子
に
つ
い
て
も
永
住
資
格

す
ら
保
障
さ
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
入
管
政
策
に
お
い
て
は
、

在
留
資
格
と
在
留
期
限
と
い
う
形
で
、
入
管
（
日

本
国
政
府
）
の
思
い
の
ま
ま
に
外
国
人
の
在
住
を

左
右
で
き
る
こ
と
が
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
そ

し
て
日
本
の
必
要
に
よ
っ
て
必
要
な
「
労
働
力
」

と
し
て
日
本
に
入
れ
、追
い
出
さ
れ
る
。「
労
働
力
」

と
な
る
ま
で
の
基
礎
教
育
、
老
後
の
生
活
保
障
等

の
社
会
費
用
は
出
身
国
に
負
担
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。
一
方
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
外
国
人
に
は
日

本
に
駐
留
す
る
米
軍
人
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
彼

ら
は
日
本
の
入
管
法
の
外
で
自
由
に
行
動
で
き
る

の
で
あ
る
（
米
軍
基
地
か
ら
出
入
国
す
る
米
大
統
領
も

思
い
出
さ
れ
た
い
）。

＊
さ
ら
に
詳
し
く
学
び
た
い
方
は
、
在
日
本
朝
鮮
人

人
権
協
会
『
人
権
と
生
活
』
Ｖ
ｏ
ｌ
．
61
が
「
戦
後
日
本

の
在
日
外
国
人
政
策
と
そ
の
『
思
想
』
を
考
え
る
」
特

集
を
組
ん
で
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
さ
の
・
み
ち
お
／
元
大
学
教
員
）


	



